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財務会計基準機構の Web サイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する

法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。 

議事要旨 (5) 適用後レビューの計画策定についての意見の募集 

 

冒頭、小賀坂副委員長より、適用後レビューの計画策定についての意見の募集に関する審

議を行う旨が説明され、引き続き、前田ディレクターより審議資料に基づき詳細な説明がな

された。 

説明に対する委員からの主なコメントと、それらに対する事務局からの回答は次のとおり

である。 

 

別紙 3「これまでに当委員会が公表した企業会計基準等の概要」 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 意見を表明するにあたって、会計基準の概要や議論となった事項等を示すことは有

用であると考えており、意見募集文書に会計基準の概要等を添付することに賛成す

る。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 意見募集に際して会計基準の概要や議論となった事項等を添付することは有用で

あると考えるが、どの会計基準を対象として議論となった事項等を示すべきかとい

う点や、議論となった事項等の記載内容について合意を形成するのは容易ではない

と考える。別紙 3については、企業会計基準委員会の審議を経ていない、参考資料

という位置づけにしてはどうか。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 会計基準の開発中に議論となった事項等を記載すると、却って当該会計基準が注視

される可能性もあるため、むしろ記載を行わない方が良いのではないかと考える。 

 

その他の意見 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 別紙 3 に記載している項目の「開発中に議論となった主な事項」という表題名は、

過去に議論となった事項なのか、現在も引き続き議論の対象となっている事項であ

るのかの位置づけが不明確なのではないか。 

 別紙 3に記載している項目の「公表後市場関係者から聞かれている意見」という表

題名は、意見募集文書の中に記載されている、市場関係者からの意見聴取では特段

の意見が聞かれなかったとの内容と矛盾するのではないか。 

これらに対して、事務局より、いただいた意見を踏まえて検討するとの回答がなされた。 

 

以 上 


